
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト

購
入
費
の
補
助

総
務
課
安
全
防
災
交
通
係

☎（
２
８
８
）1
2
1
2
　
　

　
自
転
車
の
安
全
運
転
を
促
進

す
る
た
め
、
自
転
車
用
ヘ
ル
メ

ッ
ト
の
購
入
費
を
補
助
し
て
い

ま
す
。

村
内
在
住
で
、
安
全
基
準
の

認
証
を
取
得
し
た
ヘ
ル
メ
ッ

ト
を
購
入
し
た
方

年
度
ご
と
に
、
１
人
１
個
を

限
度
と
し
て
補
助
（
上
限

２
千
円
）

申
請
書
に
、
領
収
書
の
写
し

（
購
入
し
て
か
ら
１
年
以

内
）、
安
全
基
準
が
確
認
で

き
る
書
類
の
写
し
を
添
付
の

う
え
、
総
務
課
窓
口
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

各
種
相
談
会
を
開
催

総
務
課
管
理
係

☎（
２
８
８
）１
２
１
２

　
法
律
や
多
重
債
務
の
相
談
や

国
や
県
な
ど
に
関
す
る
ご
意

見
・
ご
要
望
を
お
伺
い
す
る
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
者

の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

法
律
相
談

３
月
19
日
（
木
）
午
前
９
～

11
時

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
せ
せ
ら

ぎ
館
３
階
・
研
修
室

村
内
在
住
者
３
人
（
予
約
必

要
）

相
談
の
内
容
／
離
婚
や
相
続

な
ど
の
法
律
相
談

　
相
談
時
間
／
１
人
30
分
間

無
料

３
月
12
日
（
木
）
ま
で

行
政
相
談
委
員
に
よ
る

定
例
相
談
会

３
月
19
日
（
木
）
午
前
９
～

11
時

役
場
庁
舎
3
階
・
第
２・
３

会
議
室

村
内
在
住
者

相
談
の
内
容
／
国
や
県
な
ど

に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
要
望

無
料

不
要

宮
ヶ
瀬
霊
園
の
無
料
送
迎
の

お
知
ら
せ

環
境
上
下
水
道
課
環
境
係

�

☎（
２
８
８
）３
８
６
２

宮
ヶ
瀬
霊
園
へ
の
お
参
り
の
方

が
多
い
期
間
中
、
無
料
の
送
迎

車
を
運
行
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

運
行
期
間
／
３
月
17
日

（
火
）～
23
日
（
月
）

　
運
行
区
間
／
宮
の
平
バ
ス
停

と
宮
ヶ
瀬
霊
園
の
間

　
運
行
時
間
／
平
日
：
午
前
9

時
28
分
～
午
後
4
時
2
分

　
土
・
日
曜
、
祝
日
：
午
前
9

時
25
分
～
午
後
4
時
2
分

　
※
運
行
時
間
中
、
約
１
時
間

に
１
便
が
発
着

　
乗
車
案
内
／
本
厚
木
駅
北
口

〈
５
番
乗
り
場
〉
か
ら
宮
ヶ

瀬
行
バ
ス
で
「
宮
の
平
」
バ

ス
停
留
所
で
下
車
※
同
バ
ス

停
留
所
か
ら
送
迎
車
に
乗
り

継
ぎ
ま
す
。

　
※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
村
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

高
等
学
校
・
大
学
等
通
学
費

補
助
の
申
請
に
つ
い
て

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

（
２
８
８
）１
２
１
５

　

村
で
は
、
高
等
学
校
・
大

学
・
専
門
学
校
な
ど
に
通
う
方

を
対
象
に
、
通
学
に
か
か
る
バ

ス
定
期
代
の
補
助
と
、
自
転
車

購
入
費
の
補
助
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

令
和
８
年
度
分
の
補
助
を
受

け
る
た
め
の
申
請
書
を
、
４
月

１
日
（
水
）
か
ら
学
校
教
育
課

窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

な
お
、
令
和
７
年
度
分
に
つ

い
て
も
、
申
請
が
お
済
み
か
ど

う
か
い
ま
一
度
ご
確
認
い
た
だ

き
、
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
学
校
教
育
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

詳細は
こちらから

　20歳以上の方は原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務となっていますが、
一定の所得基準を満たしていない学生は、申請することで在学中の保険料の納付が猶予される

「学生納付特例制度」を利用できます。
　申請には、年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー、在学期間が確認できる証明書類（学
生証のコピーまたは在学証明書（原本））が必要です。
※詳しくは、日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp）をご覧ください。

「学生納付特例制度」について
国 民 年 金

 厚木年金事務所☎（223）7171　税務住民課住民保険係☎（288）3849

記
号
一
覧

日
時　

期
間　

場
所

対
象　

内
容　

講
師

費
用　

申
し
込
み

そ
の
他　

問
い
合
わ
せ
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